
 

みずしんビジネスサポート 
定期預金 

■取 扱 期 間：令和8年 5月 20日～令和8年8月 31日 

■対 象：当金庫の会員または会員となれる法人および個人事業主の方 

■募 集 総 額：１０億円 （募集総額到達時には期限前に終了となります） 

■預 入 金 額：１口５０万円以上の新規預入 

■預 入 期 間：１年・３年（自動継続扱いのみ） 

■商 品 種 類：スーパー定期または大口定期 

■中途解約時の取扱い：金庫所定の中途解約利率を適用します。 

■自動継続後の取扱い：自動継続後の利率は、継続日における店頭表示金利の利率を適用します。 

■税 金：法人は総合課税となります。 

個人事業主の方のお利息には 20.315％（国税 15.315％、地方税5％）の税金が 

かかります。 

※平成25年 1月 1日から令和 19年 12月 31 日までの間に支払われる利息には 

「復興特別所得税」が追加課税されております。 

■そ の 他：本商品は預金保険制度の対象商品です。 

▶預入期間 1年 ▶預入期間３年 

年 ％ 
税引後：年 0.5179525％ 税引後：年 0.79685％ 

（R8.5.19 時点 店頭表示金利 0.35％＋0.30％） （R8.5.19 時点 店頭表示金利 0.45％＋0.55％） 

本 店：23-5191 前 沢 支 店：56-5511 江 刺 支 店：35-2163 金ケ崎支店：44-5400 

原 中 支 店：24-6121 羽 田 支 店：25-5015 南 支 店：24-5126 駅 前 支 店：25-2662 

胆 沢 支 店：46-4081 東 支 店：25-2662 あねたい支店：47-5070 （ 市外局番 0197 ） 

 

 

  

 

 

 水 沢 信 用 金 庫 
 

http://www.mizusawashinkin.co.jp 

 

※ 



（みずしんビジネスサポート定期預金）

・取扱期間　令和８年５月２０日～令和８年８月３１日

・新規預入

　３６５日 とする 日割計算となります。

・個人事業主のお客様・・・付利単位を１円とし、預入日から満期日の前日までの日数について１

　年を３６５日とする日割計算で、６ヵ月毎の複利計算となります。

　ます。

―

―

12.苦情処理措置・ ・苦情処理措置　

　　紛争解決措置

・紛争解決措置　

事業者向け（法人、個人事業主）定期預金

・個人事業主のお客様・・・預入期間３年を選択される場合は満期日に一括してお支払いします。

自由金利型定期預金[Ｍ型]

※ 募集総額に達しますと、取扱期間中であっても募集終了となります。

時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。また、お客様から、上記東

京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さま

は、当金庫営業日に、上記 総務部または全国しんきん相談所（9時～17

決する方法 (移管調停 ) もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫

総 務 部 も し く は 全 国 し ん き ん 相 談 所 に お 問 合 わ せ く だ さ い 。

　　方法

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いた

だけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会に

おいて、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の

解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部（９時～１７時、

電話：0197-23-2498、FAX：0197-25-7073）にお申し出ください。
東京弁護士会（ 電話： 03-3581-0031 ）、第一東京弁護 士会（電話：03-

3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター

     取扱い 　解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。

11.金利情報の入手 ･営業店窓口へご照会ください。

　なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。

なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間

　利払日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率×70％）により計算します。

    所得税」が追加課税されております。

8.手数料
9.付加できる特約事項

10.中途解約時の ･満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から

7.税　　金 ･法人は総合課税となります。

・個人事業主の方のお利息には２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金がかかり

※平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までの間に支払われる利息には「復興特別

　(3)計算方法 ・法人のお客様・・・付利単位を１円とし、預入日から満期日の前日までの日数について１年を

　(3)預入金額 ・５０万円以上１，０００万円未満

･自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

　(4)預入単位 ･１円単位

5.払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。

6.利　　息

　(1)適用金利 ・固定金利

水 沢 信 用 金 庫 令和８年５月２０日現在

1.商品名（愛称）

4.預　　入

・預入期間１年のものは満期日に一括して支払います（法人、個人事業主）。　(2)利払方法（頻度）

事業者向け（法人、個人事業主）定期預金（スーパー定期）

　(1)預入方法 ・一括預入

　(2)預入対象

　支払います。

・法人のお客様・・・預入期間３年を選択される場合は中間利払日（預入日から満期日

の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日）および満期日に分割して

2.販売対象 ･当金庫の会員または会員となれる法人および個人事業主の方

3.期　　間 ・１年、３年（自動継続扱いのみ）

･期間１年：「スーパー定期」店頭表示金利+０．３０％を約定利率として初回満期日まで適用します。

･期間３年：「スーパー定期」店頭表示金利+０．５５％を約定利率として初回満期日まで適用します。

・預入時に元金継続、元利金継続からお選びいただけます。
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決 済 用 預 金 を 除 く そ れ ら の 預 金 元 本 を 合 計 し て 1 ， 000 万 円 ま で と そ の 利 息 等 が

　保護されます。）

13.その他参考と ･ 預 金 保 険 制 度 の 付 保 対 象 預 金 で す 。 預 金 保 険 に よ っ て 元 本 1 ， 000 万 円 ま で と

　　　なる事項 そ の 利 息 が 保 護 の 対 象 と な り ま す 。 （ 当 金 庫 に 複 数 の 口 座 が あ る 場 合 に は 、
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（みずしんビジネスサポート定期預金）

・取扱期間　令和８年５月２０日～令和８年８月３１日

・１年、３年（自動継続扱いのみ）

・新規預入

・付利単位を１００円とし、預入日から満期日の前日までの日数について１年を３６５日とする日割

  計算となります。

―

―

12.苦情処理措置・ ・苦情処理措置　

　　紛争解決措置

・紛争解決措置　

事業者向け（法人、個人事業主）定期預金

電話：0197-23-2498、FAX：0197-25-7073）にお申し出ください。
東 京 弁 護 士 会 （ 電 話 ： 03-3581-0031 ） 、 第 一 東 京 弁 護 士 会 （ 電 話 ： 03-

3595-8588 ）、第 二東京弁護士会 （電話： 03-3581-2249 ）の 仲裁セン タ ー

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さま

は、当金庫営業日に、上記 総務部または全国しんきん相談所（9時～17

自由金利型定期預金＜単利型＞

京の弁護士会 (東京三弁護士会 )に直接お申出いただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いた

だけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会に

時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。また、お客様から、上記東

　　　　 (注1)基準利率とは、解約日から満期日までの期間に対応した当金庫所定の利率。
　　　　 (注2)Ｃの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%とします。

　間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。

11.金利情報の入手 ･営業店窓口へご照会ください。
　　　方法

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部（９時～１７時、

・預入日から1ヵ月以後に解約の場合、下記Ｂ、Ｃのうちいずれか低い利率を適用します。

             Ａ．解約日における普通預金利率

             Ｂ．約定利率－約定利率×30%

9.付加できる特約事項

             Ｃ．約定利率－
(基準利率－約定利率)×(約定日数－預入日数)

預入日数

10.中途解約時の ･ 満 期 日 前 に 解 約 す る 場 合 は 、 下 記 の 期 限 前 解 約 利 率 お よ び 預 入 日 か ら 解 約 日

     取扱い の 前 日 ま で の 日 数 に よ り 計 算 し た 期 限 前 解 約 利 息 と と も に 支 払 い ま す 。 な お 、 中

　計算します。

　(3)計算方法

7.税　　金 ･法人は総合課税となります。

・預入日から1ヵ月未満に解約の場合、下記Ａ、Ｂ、Ｃのうち最も低い利率を適用します。

・個人事業主の方のお利息には２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金がかかります。

※平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までの間に支払われる利息には「復興特別

    所得税」が追加課税されております。

･期間３年：「大口定期」店頭表示金利+０．５５％を約定利率として初回満期日まで適用します。

･自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

8.手数料

　(2)利払方法（頻度） ・預入期間１年のものは満期日に一括して支払います。

預 入 期 間 ３ 年 の も の は 中 間 利 払 日 （ 預 入 日 か ら 満 期 日 の 1 年 前 の 応 当 日 ま で の

間 に 到 来 す る 預 入 日 の 1 年 毎 の 応 当 日 ） お よ び 満 期 日 に 分 割 し て 支 払 い ま す 。

な お 、 中 間 利 払 日 に 支 払 う 利 息 は 、 預 入 日 ま た は 前 回 の 中 間 利 払 日 か ら そ の

中 間 利 払 日 の 前 日 ま で の 日 数 お よ び 中 間 利 払 利 率 （ 約 定 利 率 × ７ ０ ％ ） に よ り

5.払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。

6.利　　息

　(1)適用金利 ・固定金利

･期間１年：「大口定期」店頭表示金利+０．３０％を約定利率として初回満期日まで適用します。

4.預　　入

　(1)預入方法 ・一括預入

　(2)預入金額 ・１，０００万円以上

　(3)預入単位 ･１円単位

水 沢 信 用 金 庫 令和８年５月２０日現在

1.商品名（愛称）

　(2)預入対象

･当金庫の会員または会員となれる法人および個人事業主の方

※ 募集総額に達しますと、取扱期間中であっても募集終了となります。

・預入時に元金継続、元利金継続からお選びいただけます。

事業者向け（法人、個人事業主）定期預金（大口定期）　[単利型]

2.販売対象

3.期　　間
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　保護されます。）

総 務 部 も し く は 全 国 し ん き ん 相 談 所 に お 問 合 わ せ く だ さ い 。

決する方法 (移管調停 ) もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫

解決を図る方法 (現地調停 )、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解

13.その他参考と ･ 預 金 保 険 制 度 の 付 保 対 象 預 金 で す 。 預 金 保 険 に よ っ て 元 本 1 ， 000 万 円 ま で と

　　　なる事項 そ の 利 息 が 保 護 の 対 象 と な り ま す 。 （ 当 金 庫 に 複 数 の 口 座 が あ る 場 合 に は 、

決 済 用 預 金 を 除 く そ れ ら の 預 金 元 本 を 合 計 し て 1 ， 000 万 円 ま で と そ の 利 息 等 が

おいて、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の
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